
南風原町告示第 43

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3に規定する指定納付

受託者の指定について、下記の者を指定納付受託者に指定するとともに、南風

原町会計規則(平成20年4月1日規則第 10号)第35条の2第2項の規定に

より告示します

号

令和6年4月1日

(1)指定納付受託者の指定を受けた者

名称

株式会社アイモバイル

(2)指定納付受託者に納付させる歳入の種類

南風原町ふるさと寄附条例に基づく寄附金

(インターネットを利用して納付されるものに限る

(3)指定納付受託者に歳入を納付させる期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(4)令第157条の2第2項に規定する証票その他の物又は番号、記号、その

他の符号のうち指定納付受託者が納付対象とするもの

「ふるなび」における Amezonpey、楽天へイ、 d払い

所在地

東京都渋谷区桜丘町22番14号

N.ES ビノレN棟2階
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